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平成２１年第１回三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その４）

区 分 件 名 概 要

予 算 １件
条 例 案 １件 議案 ２件
その他議案 件
報 告 件
認 定 件
提 出 件
計 ２件

◎予算
（１件）

総務部 平成 年度三重県一般会計補正予算（第 号）20 11
（三重県緊急雇用創出事業臨時特例基金、三重県消費者行政活性化基金関係）
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平成２１年第１回三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その４）

区 分 件 名 概 要

◎条例案
（１件）

総務部 三重県県税条例等の一部を 地方税法等の一部改正に伴い、県民税、不動産取得税、自
改正する条例案 動車取得税等についての規定を整備するとともに、自動車取

得税及び軽油引取税について、一般財源化等を行うための規
定を整備するものである。
（平成２１年４月１日（一部平成２２年１月１日、平成２２
年４月１日、平成２３年１月１日）から施行）

（主な改正項目）

( )個人の県民税1
・上場株式等の配当等及び上場株式等の譲渡所得等に対する軽減税率

１０％（住民税３％、所得税７％）を平成２３年末まで延長する。

・平成２１年から平成２５年までに入居した者を対象に、所得税の住

宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額を個

人住民税から控除する。

( )不動産取得税2
・住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率（本則４％）を

３％とする特例措置の適用期限を平成２３年度末まで延長する。

・宅地評価土地（住宅用地・商業地等）の取得に係る不動産取得税の

課税標準を価格の２分の１とする特例措置の適用期限を平成２３年度

末まで延長する。

( )自動車取得税3
・排出ガス性能・燃費性能の優れた環境への負荷の少ない低燃費車・

低公害車等（新車に限る ）について、平成２１年度から平成２３年。

度までの間の取得に限り、自動車取得税の税率軽減措置を講じる。

電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、

プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車

・・・非課税

など

・低公害車（新車を除く ）について、平成２１年度から平成２３年。

度までの間の取得に限り、自動車取得税の税率軽減措置を講じる。

( )自動車取得税・軽油引取税4
・一般財源化に伴い目的税から普通税へ移行する。

・軽油引取税の免税制度については、全ての使用が課税対象となるの

が基本であるが、平成２３年度末までは現行の免税制度を存続する。

〈参 考〉

○地方税法第３条第１項により、県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定

めるには、地方団体の条例によらなけらばならないとしていることから、地方税法の一部改正に伴う

規定の整備をするものである。

※ 国会において地方税法の改正案が成立後、県議会に県税条例の改正案を上程する予定


